別	冊

別冊１ 燃料費調整Ⅰ

燃料費調整額Ⅰは、お客様の見積書に記載し、燃料費調整額単価の記載が無い場合は燃料費調整額Ⅰの適用をしないものといたします。

（1） 燃料費調整額の算定
(イ) 平均燃料価格
原油換算値１キロリットル当たりの平均燃料価格は、貿易統計の輸入品の数量および価額の値にもとづき、次の算式によって算定された値といたします。
なお、平均燃料価格は、１００円単位とし、１００円未満の端数は、１０円の位で四捨五入いたします。
平均燃料価格＝Ａ×α＋Ｂ×β＋Ｃ×γ
Ａ＝各平均燃料価格算定期間における１キロリットル当たりの平均原油価格 Ｂ＝各平均燃料価格算定期間における１トン当たりの平均液化天然ガス価格 Ｃ＝各平均燃料価格算定期間における１トン当たりの平均石炭価格 α＝０．１１５２、β＝０．２７１４、γ＝０．７３８６
なお、各平均燃料価格算定期間における１キロリットル当たりの平均原油価格、 １トン当たりの平均液化天然ガス価格および１トン当たりの平均石炭価格の単位は、１円とし、その端数は、小数点以下第１位で四捨五入いたします。
(ロ) 燃料費調整単価
燃料費調整単価は，契約種別ごとに次の算式によって算定された値といたします。なお，燃料費調整単価の単位は，1 銭とし，その端数は，小数点以下第 1 位で四捨五入いたします。
(1) 1 キロリットル当たりの平均燃料価格が実施要綱に定める基準燃料価格（御見積書に記載）を下回る場合
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燃料費調整単価 ＝
 （基準燃料価格－平均燃料価格）×（⑵の基準単価÷1,000）

(2) 1 キロリットル当たりの平均燃料価格が実施要綱に定める基準燃料価格（御見積書に記載）を上回る場合


燃料費調整単価 ＝
 （平均燃料価格－基準燃料価格）×（⑵の基準単価÷1,000）

(ハ）燃料費調整単価の適用



各平均燃料価格算定期間の平均燃料価格によって算定された燃料費調整単価は、その平均燃
料価格算定期間に対応する燃料費調整単価適用期間に使用される電気に適用いたします。


	平均燃料価格算定期間
	燃料費調整単価適用期間

	毎年１月１日から３月３１日までの期間
	その年の５月の検針日から６月の
検針日前日までの期間

	毎年２月１日から４月３０日までの期間
	その年の６月の検針日から７月の
検針日前日までの期間

	毎年３月１日から５月３１日までの期間
	その年の７月の検針日から８月の
検針日前日までの期間

	毎年４月１日から６月３０日までの期間
	その年の８月の検針日から９月の
検針日前日までの期間

	毎年５月１日から７月３１日までの期間
	その年の９月の検針日から１０月
の検針日前日までの期間

	毎年６月１日から８月３１日までの期間
	その年の１０月の検針日から１１
月の検針日前日までの期間

	毎年７月１日から９月３０日までの期間
	その年の１１月の検針日から１２
月の検針日前日までの期間

	毎年８月１日から１０月３１日までの期間
	その年の１２月の検針日から翌年
の１月の検針日前日までの期間

	毎年９月１日から１１月３０日までの期間
	翌年の１月の検針日から翌年の２
月の検針日前日までの期間

	毎年１０月１日から１２月３１日までの期間
	翌年の２月の検針日から翌年の３
月の検針日前日までの期間

	毎年１１月１日から翌年の１月３１日までの期間
	翌年の３月の検針日から翌年の４
月の検針日前日までの期間

	毎年１２月１日から翌年の２月末日までの期間
（翌年が閏年の場合は、翌年の２月２９日までの期間）
	翌年の４月の検針日から翌年の５月の検針日前日までの期間



(ニ) 燃料費調整額は、その１月の使用電力量にロによって算定された燃料費調整単価を適用して算定いたします。
（２）基準単価
基準単価は、平均燃料価格が１，０００円変動した場合の値とし、１キロワット時につき２１銭３厘といたします。
（３）上限の有無
燃料費調整額Ⅰの変動額に上限はありません。平均燃料価格の上昇に応じて青天井で増加します（電気事業法施行規則第３条の１２第１項第８号）。

別冊 2 燃料費調整 Ⅱ

燃料費調整額Ⅱは、お客様の見積書に記載し、燃料費調整額単価の記載が無い場合は燃料費調整額Ⅱの適用をしないものといたします。

（1） 燃料費調整額の算定
(イ) 平均燃料価格
原油換算値１キロリットル当たりの平均燃料価格は、貿易統計の輸入品の数量および価額の値にもとづき、次の算式によって算定された値といたします。
なお、平均燃料価格は、１００円単位とし、１００円未満の端数は、１０円の位で四捨五入いたします。
平均燃料価格＝Ａ×α＋Ｂ×β＋Ｃ×γ
Ａ＝各平均燃料価格算定期間における１キロリットル当たりの平均原油価格 Ｂ＝各平均燃料価格算定期間における１トン当たりの平均液化天然ガス価格 Ｃ＝各平均燃料価格算定期間における１トン当たりの平均石炭価格 α＝０．０２５９、β＝０．２５６３、γ＝０．８９１５
なお、各平均燃料価格算定期間における１キロリットル当たりの平均原油価格、 １トン当たりの平均液化天然ガス価格および１トン当たりの平均石炭価格の単位は、１円とし、その端数は、小数点以下第１位で四捨五入いたします。
(ロ) 燃料費調整単価
燃料費調整単価は，契約種別ごとに次の算式によって算定された値といたします。なお，燃料費調整単価の単位は，1 銭とし，その端数は，小数点以下第 1 位で四捨五入いたします。
(1) 1 キロリットル当たりの平均燃料価格が８３，５００円を下回る場合

燃料費調整単価 ＝ （83,500 円－平均燃料価格）×（⑵の基準単価÷1,000）


(2) 1 キロリットル当たりの平均燃料価格が８３，５００円を上回る場合

燃料費調整単価 ＝ （平均燃料価格－83,500 円）×（⑵の基準単価÷1,000）


(ハ) 燃料費調整単価の適用
各平均燃料価格算定期間の平均燃料価格によって算定された燃料費調整単価は，その平均燃料価格算定期間に対応する燃料費調整単価適用期間に使用される電気に適用いたします。
なお，各平均燃料価格算定期間に対応する燃料費調整単価適用期間は，⑸のとおりといたします。

(ニ） 燃料費調整額は、その１月の使用電力量にロによって算定された燃料費調整単価を適用して算定いたします。
（２）基準単価
基準単価は、平均燃料価格が１，０００円変動した場合の値とし、１キロワット時につき１９銭０厘といたします。
（３）上限の有無
燃料費調整額Ⅱの変動額に上限はありません。平均燃料価格の上昇に応じて青天井で増加します（電気事業法施行規則第３条の１２第１項第８号）。


（４）離島ユニバーサルサービス調整
(イ) 離島ユニバーサルサービス調整額の算定
(1) 離島平均燃料価格
原油換算値 1 キロリットル当たりの離島平均燃料価格は，貿易統計の輸入品の数量および価額の値にもとづき，次の算式によって算定された値といたします。
なお，離島平均燃料価格は，100 円単位とし，100 円未満の端数は，10 円の位で四捨五入いたします。
離島平均燃料価格＝Ａ×α
Ａ＝各離島平均燃料価格算定期間における 1 キロリットル当たりの平均原油価格 α＝1.0000
なお，各離島平均燃料価格算定期間における 1 キロリットル当たりの平均原油価格の単位は，1 円とし，その端数は，小数点以下第 1 位で四捨五入いたします。
(2) 離島ユニバーサルサービス調整単価
離島ユニバーサルサービス調整単価は，各契約種別ごとに次の算式によって算定された値といたします。
なお，離島ユニバーサルサービス調整単価の単位は，1 銭とし，その端数は，小数点以下第 1 位で四捨五入いたします。
ａ 1 キロリットル当たりの離島平均燃料価格が 79,300 円を下回る場合

離島ユニバーサルサービス調整単価＝
（79,300 円－離島平均燃料価格）×（ロの離島基準単価÷1,000）


ｂ 1 キロリットル当たりの離島平均燃料価格が 79,300 円を上回る場合

離島ユニバーサルサービス調整単価＝
（離島平均燃料価格－79,300 円）×（ロの離島基準単価÷1,000）


ｃ 1 キロリットル当たりの離島平均燃料価格が 119,000 円を上回る場合離島平均燃料価格は，119,000 円といたします。

離島ユニバーサルサービス調整単価＝
（119,000－79,300 円）×（ロの離島基準単価÷1,000）


(3) 離島ユニバーサルサービス調整単価の適用
各離島平均燃料価格算定期間の離島平均燃料価格によって算定された離島ユニバーサルサービス調整単価は，その離島平均燃料価格算定期間に対応する離島ユニバーサルサービス調整単価に使用される電気に適用いたします。
なお，適用期間は，⑸のとおりといたします。
(4) 離島ユニバーサルサービス調整額
離島ユニバーサルサービス調整額は，その 1 月の使用電力量に(ロ)によって算定された離島ユニバーサルサービス調整単価を適用して算定いたします。
なお，⑴の燃料費等調整額は，離島ユニバーサルサービス調整単価が(ロ)ａにより算定される場合は，離島ユニバーサルサービス調整額を差し引くものとし，離島ユニバーサルサービス調整単価が(ロ)ｂまたはｃにより算定される場合は，離島ユニバーサルサービス調整額を加えるものといたします。
(ロ) 離島基準単価
離島基準単価は，離島平均燃料価格が 1,000 円変動した場合の値とし，１キロワット時につき１厘といたします。

（ハ）適用期間
各平均燃料価格算定期間に対応する燃料費調整単価適用期間，各平均市場価格算定期間に対応する市場価格調整単価適用期間および各離島平均燃料価格算定期間に対応する離島ユニバーサルサービス調整単価適用期間は，次のとおりといたします。平均燃料価格算定期間
平均市場価格算定期間
離島平均燃料価格算定期間
燃料費調整単価適用期間 
市場価格調整単価適用期間
離島ユニバーサルサービス調整単価
毎年１月１日から３月３１日までの期間
その年の５月の検針日から６月の検針
日前日までの期間
毎年２月１日から４月３０日までの期間
その年の６月の検針日から７月の検針
日前日までの期間
毎年３月１日から５月３１日までの期間
その年の７月の検針日から８月の検針
日前日までの期間
毎年４月１日から６月３０日までの期間
その年の８月の検針日から９月の検針
日前日までの期間





	毎年５月１日から７月３１日までの期間
	その年の９月の検針日から１０月の検
針日前日までの期間

	毎年６月１日から８月３１日までの期間
	その年の１０月の検針日から１１月の
検針日前日までの期間

	毎年７月１日から９月３０日までの期間
	その年の１１月の検針日から１２月の
検針日前日までの期間

	毎年８月１日から１０月３１日までの期間
	その年の１２月の検針日から翌年の１
月の検針日前日までの期間

	毎年９月１日から１１月３０日までの期間
	翌年の１月の検針日から翌年の２月の
検針日前日までの期間

	毎年１０月１日から１２月３１日までの期間
	翌年の２月の検針日から翌年の３月の
検針日前日までの期間

	毎年１１月１日から翌年の１月３１日までの期間
	翌年の３月の検針日から翌年の４月の
検針日前日までの期間

	毎年１２月１日から翌年の２月末日までの期間
（翌年が閏年の場合は、翌年の２月２９日までの期間）
	翌年の４月の検針日から翌年の５月の検針日前日までの期間



別冊３ 再生可能エネルギー発電促進賦課金

（１）再生可能エネルギー発電促進賦課金単価
再生可能エネルギー発電促進賦課金単価は、再生可能エネルギー特別措置法第３６条第２項に定める納付金単価に相当する金額とし、納付金単価を定める告示により定めます。
なお、当社は、再生可能エネルギー発電促進賦課金単価をあらかじめお客さまにお知らせいたします。
（２）再生可能エネルギー発電促進賦課金単価の適用
（１）に定める再生可能エネルギー発電促進賦課金単価は、当該再生可能エネルギー発電促進賦課金単価に係る納付金単価を定める告示がなされた年の４月の検針日から翌年の４月の検針日の前日の期間に使用される電気に適用されます。
（３）再生可能エネルギー発電促進賦課金の算定
イ 再生可能エネルギー発電促進賦課金はその１月の使用電力量に（１）に定める再生可能エネルギー発電促進賦課金単価を適用して算定します。
なお、再生可能エネルギー発電促進賦課金の計算における合計金額の単価は、 １円とし、その端数は、切り捨てます。
ロ お客さまの事業所が再生可能エネルギー特別措置法第３７条第１項の規定により認定を受けた場合で、お客さまから当社にその旨を申し出ていただいたときの再生可能エネルギー発電促進賦課金は、次のとおりといたします。
お客さまからの申出の直後の４月の検針日から翌年の４月の検針日（お客さまの事業所が再生可能エネルギー特別措置法第３７条第５項または第６項の規定により認定を取り消された場合は、その直後の検針日といたします。）の前日までの期間に当該事業所で使用される電気に係る再生可能エネルギー発電促進賦課金は、イにかかわらず、イによって再生可能エネルギー発電促進賦課金として算定された金額から、当該金額再生可能エネルギー特別措置法第３７条第３項に規定する政令で定める割合として再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法施行令に定める割合を乗じてえた金額（以下「減免額」といいます。）を差し引いたものをいいます。なお、減免額の単位は、１円とし、その端数は、切り捨てます。




別冊４　電源調達調整額

(１)	電源調達調整単価
電源調達調整単価は，お客さまのために当社が調達する30分ごとに変わるJEPXのスポット市場価格（以下，「エリアプライス」といいます。）に基づき決まる電源調達料金と，お客さまのために当社が調達した電力量により次の算式によって算定された値といたします。なお，消費税等相当額を加算して算定に反映するものとし，各金額の単位は0.01円としてその端数は小数第3位以下を切り捨てるものとします。　
　
A ＜ B の場合
電源調達調整額 ＝ （ 17.5 ＋ （ A － B ） ） × 使用電力量（kWh）

B ≦ A ≦ C の場合
電源調達調整額 ＝ 17.5円 × 使用電力量（kWh）

A ＞ C の場合
電源調達調整額 ＝ （ 17.5 ＋ （ A － C ） ） × 使用電力量（kWh）
　　
A　検針日の月の1日～末日におけるエリアプライスの平均値×（１＋消費税率）×1.15（調達単価係数）
B　当社が定める還元調整基準単価（下表のとおり）　
C　当社が定める追加調整基準単価（下表のとおり）　
　　
	[bookmark: _Hlk195892388]B 還元調整基準単価
	C 追加調整基準単価

	￥5.00
	￥17.50



(2)	上限の有無
電源調達調整額の変動額に上限はありません。エリアプライスの上昇に応じて青天井で増加します（電気事業法施行規則第３条の１２第１項第８号）。
(3)	電源調達調整単価の改定　
当社が適当と判断した方法又は当社のウェブサイトによりお客さまに変更となった電源調達調整単価及び見直しの適用開始月を通知し，その内容を改定することができるものといたします。
　
(4)	電源調達調整額の請求または還元時期　
N 月の検針日から N＋1 月の検針日の前日までの期間において使用される電気の料金（以下，「対象電気料金」といいます。）に適用される調達調整費の還元または請求は，対象電気料金の請求にて相殺または合算することで行うものとします。なお，調達調整費の還元額が対象電気料金の金額を超過する場合，当該超過分を次月の電気料金の請求にて相殺することで還元するものとし，その後も同様とします。　















別冊５　制度対応費

（１）託送料金相当額
託送料金相当額は，一般送配電事業者の託送供給等約款で定められた当該エリアの「電灯標準接続送電サービス」の料金をもとに算出した値といたします。なお，一般送配電事業者の託送供給等約款が改定された場合，当社は以下の託送料金相当額を変更する可能性があります。この場合，託送料金相当額の変更については事前に了承いただいたものとし，変更後の託送費に基づいて計算されるものとします。

（イ）託送基本料金相当額の算定
託送基本料金相当額は，供給契約の申込みまたは締結時の契約電力決定方法に従って，託送基本料金相当単価を適用します。ただし，契約中に契約電力の変更を伴う使用状況の変更はお客様のお申し出または当社の判断により，契約電力の算定方法の通知または使用開始希望日以降1年間の電気の使用計画を当社所定の様式で提出いただくことにより，適切な契約電力に変更させていただきます。

（ロ）託送料金相当額の算定方法
託送料金相当額＝料金の算定期間の初日における契約電力（kW）（※1）× 当社がお客さまに定める託送料金相当単価

※1：検針期間中に途中解約・新規契約された場合は，日割り計算を行います。

（ハ）託送従量料金相当額の算定
託送従量料金相当額はその月の使用電力量に託送従量料金相当単価を適用いたします。各契約の託送従量料金相当単価は，当社ウェブサイトにて定期的にお知らせいたします。

託送従量料金の算定方法
 託送従量料金相当額＝託送従量料金相当単価×使用電力量

（２）容量拠出金相当額
容量市場における供給力の取引に関して，当社が負担する容量拠出金について，当社が定める金額をこの容量拠出金に相当する額として，毎年4月の検針日以降の期間にお客さまが使用する電気の料金において，容量拠出金相当額としてお客さまにご請求いたします。なお容量拠出金相当額はお客様に書面（電子メールの添付を含む）またはウェブサイトにて開示します。
（イ）容量拠出調整金の算定
お客様の契約内容に基づき，以下の表に示された算式のいずれかを用いて算出される金額といたします。なお，各金額の単位は0.01円とし，その端数は，切り捨てます。

（ロ）容量拠出調整金の算定方法＝
料金の算定期間の初日における契約電力（kW）× 当社がお客さまに定める容量拠出調整金kW単価（消費税等相当額は電気料金全体への加算により処理します。）
なお，検針期間中に途中解約・新規契約された場合でも，満額での請求となります。

（ハ）容量拠出調整金の改定
当社は，容量拠出調整金に係るkW単価の見直しが必要と判断した場合は，容量拠出調整金の変更を行い，当社が適当と判断した方法又は当社のウェブサイトによりお客さまに変更となった容量拠出調整金の金額及び見直しの適用開始月を通知し，その内容を改定することができるものといたします。

（３）その他調整額
（イ）その他調整額
当社は、一般送配電事業者の託送供給等約款で定められた当該エリアの「電灯標準接続送電サービス」の料金、容量市場における供給力の取引等の急な変更、その他の制度が変更された時に制度対応費に相当する金額を当社が定め、その他調整額としてお客様に請求いたします。

（ロ）その他調整額の算定
その他調整額は，次の計算式により算定される金額とします。なお，その他調整額単価の単位は１銭とし，１銭未満の端数は切り捨てるものとします。
その他調整額 ＝ その他調整額単価 × 使用電力量（kWh）

（ハ）その他調整額単価
その他調整額単価は，使用電力量1kWhにつき0円（税込）といたします。
※１：当社は，毎月，その他調整額単価の見直しを行います。
※２：その他調整額単価を変更する場合に限り，当社は，翌月の検針日等から翌々月の検針日等の前日までの算定期間のその他調整額の計算に適用するその他調整額単価を書面（電子メールの添付を含む）またはウェブサイトにて開示します。
